
お
知
ら
せ

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を
実
施

　

９
月
21
日
㈪
か
ら
30
日
㈬
ま
で
、

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
を
実
施
し

ま
す
。
ま
た
、
９
月
30
日
は
「
交
通

事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」
で
す
。

□
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

　

こ
と
し
上
半
期
の
県
内
の
交
通
事

故
死
者
数
の
お
よ
そ
半
数
が
高
齢
者
。

　

ま
た
、
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る

交
通
事
故
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

高
齢
者
や
高
齢
者
マ
ー
ク
を
つ
け
た

自
動
車
を
見
か
け
た
ら
、
思
い
や
り

の
あ
る
運
転
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

□
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
交
通
事
故
防
止

　

こ
れ
か
ら
の
時
季
は
、
日
没
時
間

が
早
ま
り
ま
す
。
歩
行
時
や
自
転
車

乗
用
時
は
、
明
る
い
色
の
服
装
や
反

射
材
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。
運
転
時

は
、
早
め
に
ラ
イ
ト
を
点
灯
し
、
歩

行
者
の
早
期
発
見
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
交
通
政
策
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
２
６
３

市
有
地
を
売
り
払
い
ま
す

　

市
有
地
を
一
般
競
争
入
札
と
公
募

で
売
り
払
い
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
に

参
加
す
る
に
は
事
前
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
「
売
払
い
の
ご

案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

入
札
日
＝
10
月
２
日
㈮

会
場
＝
市
役
所
３
階
31
会
議
室

案
内
の
配
布
＝
市
役
所
資
産
経
営
課
・

区
画
整
理
課
、
水
道
局
、
各
支
所
・

市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
。

本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す

申
９
月
18
日
㈮
ま
で
に
「
売
払
い
の

ご
案
内
」
に
記
載
の
各
課
へ
直
接

問
資
産
経
営
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
６
５
７

競
争
入
札
参
加
の
申
請
を

　

平
成
28
・
29
年
度
に
本
市
が
発
注

す
る
業
務
や
工
事
な
ど
の
競
争
入
札

参
加
希
望
者
は
、
資
格
審
査
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
本
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
①
物
品
の
製
造
・
販
売
・
購

入
、
清
掃
・
警
備
・
保
守
な
ど
の
役

務
を
行
う
業
者
②
測
量
や
建
築
・
土

木
関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
地
質
調

査
、
補
償
関
係
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を

行
う
業
者
③
土
木
や
ほ
装
、
建
築
、

電
気
、
管
な
ど
の
建
設
工
事
業
者

申
①
は
10
月
１
日
㈭
〜
30
日
㈮
②
は

11
月
24
日
㈫
〜
12
月
11
日
㈮
③
は
12

月
16
日
㈬
〜
来
年
１
月
15
日
㈮
に
ぐ

ん
ま
電
子
入
札
共
同
シ
ス
テ
ム
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
（https://portal.g-

cals.e-gunm
a.lg.jp/portal/

）
で

問
契
約
監
理
課
☎
０
２
７
―
８
９
８

―
６
２
８
２

電
気
柵
の
設
置
や
管
理
に
注
意

　

電
気
柵
は
有
害
鳥
獣
か
ら
農
作
物

を
守
る
重
要
な
防
護
資
材
で
す
。
使

用
す
る
と
き
は
電
気
事
業
法
の
設
置

基
準
を
守
り
、
電
気
柵
用
電
源
装
置

は
安
全
が
確
認
さ
れ
た
製
品
の
使
用

を
。
ま
た
、
次
の
と
お
り
適
正
に
設

置
と
管
理
を
し
て
、
事
故
防
止
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。

　

①
注
意
表
示
板
の
掲
示
②
安
全
が

確
認
さ
れ
た
電
気
柵
用
電
源
装
置
の

使
用
③
漏
電
遮
断
器
の
設
置
④
専
用

の
電
源
ス
イ
ッ
チ
の
設
置
。

問
農
林
課
☎
０
２
７
―
２
８
５
―
４

１
１
６

大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
地
区

は
農
用
地
区
域
と
定
め
ら
れ
た
区
域

用
意
す
る
物
＝
土
地
登
記
事
項
証
明

書
か
登
記
簿
謄
本
（
分
家
住
宅
の
場

合
は
昭
和
46
年
当
時
の
所
有
者
が
分

か
る
物
）、公
図
、土
地
利
用
計
画
書
、

確
約
書
、
案
内
図
、
土
地
改
良
事
業

等
受
益
地
確
認
書
、
確
認
書
、
印
鑑

な
ど

申
９
月
24
日
㈭
ま
で
に
市
役
所
農
林

課
（
☎
０
２
７
―
８
９
８
ー
６
７
０

２
）
へ
直
接

福
祉
分
野
の
就
職
面
接
会

　

福
祉
・
介
護
分
野
へ
の
就
職
希
望

者
な
ど
を
対
象
に
、
事
業
所
と
の
就

職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
９
月
13
日
㈰
午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分

会
場
＝
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

（
新
前
橋
町
）

申
当
日
会
場
へ
直
接

問
県
福
祉
マ
ン
パ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
☎

０
２
７
―
２
５
５
―
６
６
０
０

高
齢
者
や
障
害
者
の
人
権
相
談

　

高
齢
者
や
障
害
者
の
人
権
に
関
す

る
悩
み
ご
と
な
ど
に
つ
い
て
、
人
権

擁
護
委
員
や
法
務
局
職
員
が
電
話
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
。

日
時
＝
９
月
７
日
㈪
〜
13
日
㈰
、
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時
（
土
日
曜

は
午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

専
用
電
話
番
号
＝
０
５
７
０
―
０
０

３
―
１
１
０

問
前
橋
地
方
法
務
局
☎
０
２
７
―
２

２
１
―
４
４
６
６

前
橋
産
木
材
の
名
刺
を
販
売

　

前
橋
産
材
の
ス
ギ
を
活
用
し
た
木

製
名
刺
台
紙
を
販
売
し
ま
す
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

販
売
数
＝
先
着
２
０
０
セ
ッ
ト
（
１

セ
ッ
ト
１
０
０
枚
）

費
用
＝
１
セ
ッ
ト
１
，
０
０
０
円
（
市

所
定
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
名
刺
印
刷
を

希
望
す
る
場
合
は
別
途
印
刷
代
が
必

要
）

申
９
月
30
日
㈬
ま
で
に
東
部
農
林
事

務
所
☎
０
２
７
―
２
８
５
―
４
１
１

６
へ

総
合
福
祉
会
館
な
ど
予
約
会
開
催

　

総
合
福
祉
会
館
と
第
四
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
来
年
１
月
か
ら
３

月
ま
で
の
施
設
利
用
の
予
約
受
付
会

を
開
催
し
ま
す
。

受
付
日
時
＝
10
月
14
日
㈬
午
前
８
時

30
分
〜
55
分

受
付
場
所
＝
総
合
福
祉
会
館

申
10
月
９
日
㈮
ま
で
の
午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時
に
同
館
☎
０
２
７
―

２
３
７
―
０
１
０
１
へ
。
予
約
受
付

会
の
翌
日
か
ら
は
、
電
話
と
窓
口
で

予
約
を
受
け
付
け
ま
す

士
会
前
橋
支
部
、
県
社
会
保
険
労
務

士
会
前
橋
支
部
、
県
行
政
書
士
会
、

市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

申
９
月
25
日
㈮
ま
で
に
日
本
政
策
金

融
公
庫
前
橋
支
店
☎
０
２
７
―
２
２

３
―
７
３
１
２
へ

農
地
か
ら
の
変
更
は
届
け
出
を

　

農
用
地
区
域
内
の
農
地
を
、
住
宅

や
店
舗
な
ど
に
使
用
す
る
た
め
、
農

用
地
区
域
か
ら
の
除
外
を
希
望
す
る

農
地
の
所
有
者
は
、
申
し
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
要
件
な
ど
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象
区
域
＝
市
内
の
市
街
化
調
整
区

域
（
農
用
地
区
域
外
の
農
地
は
不
要
）。

夢
の
実
現
を
応
援
し
ま
す

　
「
創
業
支
援
・
ま
え
ば
し
活
性
化
！

よ
ろ
ず
相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

創
業
に
挑
戦
す
る
人
や
創
業
間
も
な

い
人
を
、
支
援
機
関
が
サ
ポ
ー
ト
。

創
業
に
関
す
る
悩
み
に
対
し
、
各
分

野
の
プ
ロ
が
お
答
え
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
２
日
㈮
午
後
５
時
〜
９
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21

対
象
＝
市
内
で
創
業
を
考
え
て
い
る

人
か
創
業
３
年
以
内
の
人

参
加
団
体
＝
市
産
業
政
策
課
、
日
本

政
策
金
融
公
庫
、前
橋
商
工
会
議
所
、

前
橋
東
部
商
工
会
、富
士
見
商
工
会
、

前
橋
起
業
支
援
セ
ン
タ
ー
、
県
中
小

企
業
診
断
士
協
会
、
関
東
信
越
税
理

コラム
ようこそ市長室へ
スマートフォンまたは

タブレット端末でご覧ください

長市

　10月１日を基準日に、国内に住むすべての人

と世帯を対象として実施される国勢調査では、

市内で1,818人の皆さんが調査員として活躍して

くださいます。　　　　　　　　　　　　　　

　９月10日から始まるこの調査の結果は、市民

の暮らしを表す単なる数字ではありません。　

　市民の皆さんが前橋市に何を求めているのか、

前橋市にはどんな政策が必要なのかを導く基礎

資料としても貴重なデータとなります。　　　

　この大切な調査を担ってくださる皆さんに、

心より感謝を申し上げます。　　　　　　　　

　また、市民の皆さんには、是非この調査にご

協力いただきますようお願いいた

します。　　　　　　　　　　　　

ゆるキャラグランプリ
ころとんに投票しよう
　前橋市公式キャラクター「ころとん」
が「ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2015」に
エントリー。みなさん投票よろしくお願
いします。
投票期間＝11月16日㈪まで
投票方法＝ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ
2015ホームページ（http://www.yurugp.
jp）か下記二次元コードで。投票ＩＤ登録
を行い、登録メールアドレスから投票。
１メールアドレス当たり１日１回投票で
きます
問観光振興課☎027-210-2189

元気21証明サービスコーナー
２日間休止します

　10月３日㈯・４日㈰は、機器メン
テナンスなどのため、前橋プラザ元
気21証明サービスコーナーを休止し
ます。
問同コーナー☎027-210-2279

市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎027-224-1111

くらしの情報申＝申し込み　問＝問い合わせ

広報まえばし　平成27年９月１日号13 12
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